
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
十
号

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
別
表
第
四
の
四
の
２
」
を
「
別
表
第
四
の
三
の
２
、
四
の
２
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
九
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
二
条
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三

条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
遵
守
事
項
）

第
十
二
条

公
園
の
利
用
者
は
、
他
の
利
用
者
に
危
害
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
そ
の

他
知
事
が
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一
の
一
の
表
浄
化
セ
ン
タ
ー
公
園
野
球
場
の
項
中
「
浄
化
セ
ン
タ
ー
公
園
野
球
場
」
を
「
ま

ほ
ろ
ば
健
康
パ
ー
ク
野
球
場
」
に
改
め
、
同
表
浄
化
セ
ン
タ
ー
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
項
中
「
浄
化
セ

ン
タ
ー
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
」
を
「
ま
ほ
ろ
ば
健
康
パ
ー
ク
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
」
に
、
「
午
後
五
時
ま
で

（
六
月
十
六
日
か
ら
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
）
」
を
「
午
後
九
時

ま
で
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
ほ
ろ
ば
健
康

午
前
九
時
か
ら
午
後
十

第
二
火
曜
日
、
第
四
火
曜
日
、
十
二
月
二
十

パ
ー
ク
ス
イ
ム

時
ま
で
（
日
曜
日
及
び

八
日
か
ら
翌
年
の
一
月
四
日
ま
で
及
び
知
事

ピ
ア
奈
良

休
日
は
、
午
前
九
時
か

が
定
め
る
日

ら
午
後
九
時
ま
で
）

別
表
第
一
の
二
の
表
浄
化
セ
ン
タ
ー
公
園
フ
ア
ミ
リ
ー
プ
ー
ル
の
項
中
「
浄
化
セ
ン
タ
ー
公
園
フ
ア

ミ
リ
ー
プ
ー
ル
」
を
「
ま
ほ
ろ
ば
健
康
パ
ー
ク
フ
ァ
ミ
リ
ー
プ
ー
ル
」
に
、
「
八
月
三
十
一
日
」
を
「

九
月
十
五
日
」
に
改
め
る
。

「

「

ま
ほ
ろ
ば

浄
化
セ
ン

別
表
第
二
中

一
四
六
円

を

健
康
パ
ー

一
四
六
円

に
、

タ
ー
公
園



ク

」

」

「

野
球

「

場

一
平
方
メ
ー
ト

「

奈
良
公
園

ル
一
月
に
つ
き

橿

陸
上

一
平
方
メ
ー
ト

七
五
円

原

競
技

奈
良
公
園

ル
一
月
に
つ
き

を

に
、

公

場

七
五
円

ま
ほ
ろ
ば

苑

」

健
康
パ
ー

一
四
六
円

第
一

ク

体
育

」

館

「

野
球

一
、
七
〇
〇
円

場

一
、
七
〇
〇
円

橿

陸
上

原

競
技

二
、
五
九
〇
円

公

場

「

二
、
五
九
〇
円

苑

浄
化
セ
ン

を

に
、

一
、
一
三
〇

第
一

タ
ー
公
園

体
育

一
、
八
一
〇
円

館

一
、
八
一
〇
円

ま
ほ
ろ
ば

」

健
康
パ
ー

一
、
六
九
〇
円

ク

」



「

ま
ほ
ろ
ば

円

を

健
康
パ
ー

一
、
六
九
〇
円

に
改
め
る
。

ク

」

」

別
表
第
四
の
一
中
「
浄
化
セ
ン
タ
ー
公
園
フ
ァ
ミ
リ
ー
プ
ー
ル
」
を
「
ま
ほ
ろ
ば
健
康
パ
ー
ク
フ
ァ

ミ
リ
ー
プ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
表
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

ま
ほ
ろ
ば
健
康
パ
ー
ク
ス
イ
ム
ピ
ア
奈
良

種

別

使

用

料

大
会
用
備
品

一
セ
ッ
ト
に
つ
き

一
二
六
、
六
〇
〇
円

第
十
二
号
様
式
中
「第

１
２

条
関

係

」
を
「第

１
３

条
関

係

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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